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建設局の概要 

 
１．局長 

 

三島 功裕 

２．局の職員数 

 

958 人（令和３年４月 20 日現在） 

３．令和３年度予算の概要 

（１）一般会計 予算 （単位：千円）  

歳入 歳出 

款 金額 款 金額 

16 分担金及負担金 150,456 ９ 土木費 44,721,220 

17 使用料及手数料 5,449,406 10 都市計画費 2,157,809 

18 国庫支出金 5,969,695 13 教育費 856,924 

19 県支出金 376,779 14 災害復旧費 1,000 

20 財産収入 4,165,262   

21 寄附金 243,740   

22 繰入金 817,687   

24 諸収入 403,538   

25 市債 18,164,000   

歳入合計 35,740,563 歳出合計 47,736,953 

 

（２）駐車場事業費 予算 （単位：千円）  

歳入 歳出 

款 金額 款 金額 

１ 事業収入 1,002,595 １ 駐車場事業費 1,000,596 

２ 繰越金 1 ２ 予備費 2,000 

歳入合計 1,002,596 歳出合計 1,002,596 
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（３）下水道事業会計 予算 

①収益的収入及び支出 

 

（単位：千円）  

収入 支出 

款 金額 款 金額 

１ 下水道事業収益 34,726,870 １ 下水道事業費 34,443,884 

収入合計 34,726,870 支出合計 34,443,884 

 

②資本的収入及び支出 （単位：千円）  

収入 支出 

款 金額 款 金額 

１ 資本的収入 17,780,023 １ 資本的支出 29,042,426 

収入合計 17,780,023 支出合計 29,042,426 
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組織と事務分掌 
 

総務課 

⑴局所管事務の運営管理に係る総括調整に関すること。 

⑵下水道事業に係る会計事務に関すること。 

⑶局の契約等に係る調整及び改善に関すること。 

 

事業用地課 

⑴不動産の管理及び活用に関すること（他の所管に属するも

のを除く。）。 

⑵不動産の取得及び処分に関すること（他の所管に属するも

のを除く。）。 

 

技術管理課 

⑴技術管理に関する総括及び調整に関すること。 

⑵土木の技術及び技術管理に係る調査，研究及び改善に関す

ること。 

⑶土木の積算に関する調査，研究及び改善に関すること。 

⑷工事の請負契約に係る検査に関すること。 

⑸工事の安全管理に関すること。 

⑹優良工事の認定に関すること。 

⑺建設事業外部評価委員会に関すること。 

 

防災課 

⑴防災の推進及び災害復旧の総括に関すること。 

⑵防災及び河川に係る工事等の施行に関する事務手続きに関

すること。 

⑶局の所管施設に起因する事故の処理の総括に関すること。 

⑷宅地造成に係る審査，許可及び検査に関すること。 

⑸宅地の防災の推進に関すること。 

⑹砂防及び治山に関する事業及び土砂災害対策に関するこ

と。 

⑺六甲山系等における森林整備に関すること。 

⑻森林環境譲与税を活用した事業に関すること（他の所管に

属するものを除く。）。 

 

河川課 

⑴河川事業の調査，計画及び進行管理に関すること。 

⑵河川の設計及び維持管理に関すること。 

⑶河川及び水路に係る管理，許可，指導及び連絡調整に関す

ること（他の所管に属するものを除く。）。 
 

 

道路管理課 

⑴道路に係る工事等の施行に関する事務手続に関すること。 
⑵道路の路線の認定，廃止及び変更並びに区域の決定等に関

すること。 
⑶道路，溝渠及び堤塘との境界の協定及び承認に関すること。 
⑷道路敷地の確認及び整理並びに不用敷地の処分に関するこ

と。 
⑸道路台帳，測量標及び車両の通行に関すること。 
⑹道路の占用及び溝渠の使用に関すること。 
⑺屋外広告物に関すること。 
⑻私道の整備の助成に関する連絡及び調整等に関すること。 
 

道路計画課 

⑴道路及び街路に関する調査及び計画に関すること（他の所

管に属するものを除く。）。 
⑵自転車利用環境に係る総合的な施策の推進及び調整に関す

ること。 
⑶自動車駐車場の管理に関すること。 

⑷道路及び溝渠の指導，調整及び検査に関すること。 
 
道路工務課 

⑴道路，側溝，溝渠及び街路灯の整備及び工事の調整に関す

ること（他の所管に属するものを除く。）。 

⑵他の所管に属しない土木工事の調整に関すること。 

⑶電線類の地中化及び共同溝の整備に関すること。 

⑷橋梁の新設，維持及び補修に関すること。 

⑸トンネルの維持及び補修に関すること。 

⑹道路の防災及び災害復旧に関すること。 

⑺交通安全対策に関する調査及び整備並びに調整に関するこ

と。 

⑻自転車走行空間及び自転車駐車場に係る整備並びに大規模

な維持及び補修に関すること。 
 

駅前魅力創造課 

⑴駅前空間の整備に係る調査及び設計並びに調整に関するこ

と（他の所管に属するものを除く。）。 
 

 

湾岸・広域幹線道路本部 

推進課 

⑴国等が実施する広域幹線道路の整備の推進に関すること。 

⑵前号に掲げる道路の関連事業及び関連施策の調査及び調

整に関すること。 

 
下水道部 

経営管理課 

⑴下水道事業の運営に係る総括調整及び改善に関すること

（他の所管に属するものを除く。）。 

⑵下水道事業に係る財産の管理の企画及び総括に関すること

（他の所管に属するものを除く。）。 

計画課 

⑴下水道事業の計画に関すること。 

⑵下水道事業に係る指導，調整及び検査に関すること。 

⑶工場等事業所排水に係る規制指導及び除害施設の設置指導

に関すること。 

⑷水質管理計画の総括に関すること。 

管路課 

⑴公共下水道に属する管路施設の総括に関すること（他の所

管に属するものを除く。）。 

⑵排水設備に関すること。 

施設課 

⑴公共下水道に属する処理場・ポンプ場施設等の総括に関す

ること（他の所管に属するものを除く。）。 

 
公園部 

管理課 

⑴公園緑地に係る不動産の管理に関すること。 

⑵都市公園及び公園施設に係る使用，設置，管理及び占用の

許可に関すること（他の所管に属するものを除く。）。  

⑶公園緑地の利用及び活用の推進に関すること。 

⑷市民との協働による公園緑地の管理に関すること。 

⑸都市の緑化の推進に関すること（他の所管に属するものを

除く。）。 

⑹有料公園施設等の管理及び運営に関すること（他の所管に
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属するものを除く。）。 

計画課 

⑴公園緑地に関する計画及び調整に関すること。 

⑵公園及び緑化の指導，調整及び検査に関すること。 

⑶都市の緑化の推進に関すること（県民まちなみ緑化事業等

に限る。）。 

⑷緑地の保全，活用及び風致の保全に関すること。 

整備課 

⑴公園緑地，街路樹及び緑地帯の維持，管理及び補修に関す

ること。 

⑵公園施設の整備及び安全確保の推進に関すること。 

⑶公園緑地及び街路の緑化に関する工事に関すること（他の

所管に属するものを除く。）。 

⑷造園技術に関すること。 

⑸有料公園施設等の保全及び特定の改良に関する調整に関す

ること。 

森林整備事務所（２） 

⑴森林の保護及び育成に関すること（他の所管に属するもの

を除く。）。 

⑵六甲山系におけるハイキングコース及び自然公園施設の維

持補修及び工事に関すること。 

⑶市有林の管理に関すること。 

⑷山麓の電飾の維持管理及び工事に関すること。 

⑸再度公園の使用及び占用の許可並びに工事に関すること

（他の所管に属するものを除く。）。 

⑹神戸市立外国人墓地の使用の許可に関すること。 

 
王子動物園（１） 

⑴王子公園の動物園，動物園ホール及び駐車場における公園

施設の設置及び管理運営（他の所管に属するものを除く。）

に関すること。 

⑵動物の飼育及び繁殖に関すること。 

⑶動物の展示に関すること。 

⑷動物病院の管理運営に関すること。 

⑸動物の調査，研究及び園内教育に関すること。 

 
建設事務所（１）（東部・中部・北・西部・垂水・西） 

⑴市民からの要望に関すること（他の所管に属するものを除

く。）。 

⑵道路愛護団体，河川愛護団体，まちの美緑花ボランティア

（美化，緑化等を図る運動に係るボランティアをいう。以

下同じ。）及び市民公園の助成に関すること。 

⑶私道の整備の助成に関すること。 

⑷都市公園の使用及び占用の許可（他の所管に属するものを

除く。）に関すること。 

⑸巡視及び不法占用対策に関すること。 

⑹自転車駐車場の管理及び放置自転車対策に関すること。 

⑺道路照明灯及び街路灯に関すること。 

⑻宅地造成工事及び既成宅地の保全に関すること（他の所管

に属するものを除く。）。 

⑼道路，溝渠，公園及び河川の維持及び補修に関すること。 

⑽道路の美化等に関すること。 

⑾道路の使用及び占用の承認，許可，指導，工事の調整及び

検査並びに溝渠の使用の許可に関すること。 

⑿道路，街路及び河川の工事に関すること。 

⒀治山砂防事業及び都市計画事業の工事に関すること。 

⒁前各号に掲げるもののほか，土木工事に関すること。 

⒂公園緑地，街路樹及び緑地帯の工事に関すること。  

⒃公園，花壇，街路樹，緑地帯等の維持保全及び管理に関す

ること。 

⒄まちの美緑花ボランティア，市民花壇，市民の木等の育成

及び技術の指導に関すること。 

 
水環境センター（１） （東・中央・西） 

管理課 

⑴下水道の利用に関する相談，調査及び指導に関すること。 

⑵公共下水道の工事及び維持管理に関すること（他の所管に

属するものを除く。）。 

⑶下水道事業に係る財産の維持及び管理に関すること（他の

所管に属するものを除く。）。 

施設課 

⑴公共下水道に属する処理場・ポンプ場施設等の工事及び維

持管理に関すること。 

⑵し尿の処理に関すること（中央水環境センター施設課に限

る。）。 
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令和３年度 主要事業の概要 

 

 

１．災害に強い都市づくり （道路工務課，防災課，河川課，下水道部経営管理課・管路課・施設課）  

【道路関連事業】 

大雨や集中豪雨等による道路法面の崩壊を未然に防ぐために，六甲山エリアを中心とし

た道路防災対策を引き続き実施するとともに，雨量規制による通行止め等の課題がある国

道 428 号（箕谷北）の抜本的な改良を進め，自然災害に強い道路ネットワークの確保を目

指す。令和元年 12 月に策定した「神戸市無電柱化推進計画」に基づき，着実に無電柱化事

業を推進する。 

【治山・砂防関連事業】 

国や兵庫県と連携し砂防事業等を促進していくとともに，土砂災害特別警戒区域等を含

む市有地の斜面対策を計画的に進める。民有地における崩壊したがけや危険な擁壁に対す

る応急対策助成を引き続き行うとともに，土砂災害特別警戒区域内の住宅等の移転・改修

支援制度の周知を行い，活用を推進する。 

【治水関連事業】 

まちの治水安全度を高めるため，妙法寺川等において，都市基盤河川改修事業を引き続

き実施するとともに，河川改修に貯留施設の活用を含め，鎌ヶ谷川等において準用・普通

河川改修事業を実施する。 

また，平成 30 年台風 21 号で高潮被害が発生した天神川について，兵庫県が策定した「兵

庫県高潮対策 10 箇年計画」の内容を踏まえ，護岸の嵩上げ工事を実施する。 

【内水氾濫対策事業】 

台風による高潮位が原因で浸水被害が発生した神戸駅周辺地区において，設計施工一括

方式（ＤＢ方式）を採用し，ポンプ場及び雨水幹線の整備等の浸水対策を推進する。 

さらに，高潮時に内水圧がかかる雨水幹線のうち構造強化などが必要な箇所や，西河原地

区（西区）等特に浸水の危険性の高い低地盤地区において，引き続き必要な対策を実施す

るほか，雨水浸水対策基本方針を策定し，地区別に浸水対策の基本検討を行う。 

【啓発関連事業】 

市民の防災意識の啓発を図るため，広報紙「くらしの防災ガイド」を市内全戸に配布す

る。 

 

 

２．六甲山森林整備戦略 （防災課） 

六甲山を緑豊かな美しい森として次世代に引き継ぐため，「六甲山森林整備戦略」に基づ

き，私有林を含めた六甲山全体の森林整備や発生材の活用など総合的な事業を展開する。 

災害に強い森づくりを進めるため，市有林の整備と県民緑税や森林環境譲与税等を活用

した私有林の整備を促進する。 

また，関係部局等と連携し，公共施設等への発生材の利活用や，市民への森林整備・木

材利用の普及啓発を進める。  
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３．道路・橋梁・トンネルの安全対策 （道路工務課） 

橋梁・トンネルについては，道路法に基づく定期点検を実施し，発見された損傷箇所を

計画的に修繕するメンテナンスサイクルを確立し，効率的・効果的に維持管理を行う。ま

た，緊急輸送道路において，橋梁の耐震化を進めるとともに，路面下空洞調査を計画的に

実施し発見した空洞を速やかに補修する。 

 

 

４．道路附属物等の計画的な更新 （道路管理課，道路工務課） 

将来のインフラ維持管理コストを低減させ，限られた財源の有効活用を図るため，道路

案内標識の再配置を検討し実施する。 

また，一般街路灯については，賃貸借事業を活用して市内全数のＬＥＤ化と大幅な増設

に取り組んでおり，令和３年度から開始する保守契約により，適切な維持管理を行う。 

さらに，私道の街灯助成事業について，地域団体が街灯を新設または取り替えする際の

助成額を増額し，私道の街灯についてもＬＥＤ化を推進する。 

 

 

５．公園リノベーション事業 （公園部管理課・計画課・整備課） 

公園をとりまく社会情勢の変化や市民の多様なニーズに対応するため，子育て世代が親

子で楽しめる「子どもの遊び場拠点」を整備する。また，公園のトイレを誰もが安心して

利用できるように，バリアフリー化や洋式化等を行う「公園トイレチェンジアクション」

を推進する。 

また，新神戸駅前広場再整備事業と連携して，生田川公園の再整備のための設計を行う

とともに，Ｐａｒｋ－ＰＦＩ等の公民連携事業のさらなる導入や，地域特性を活かした公

園の転活用を進める。 

 

 

６．公園緑地施設の計画的な更新 （公園部整備課） 

公園緑地の安全を維持しつつ将来の公園管理コストを低減するため，老朽化した遊具や，

体育館等の公園施設の計画的な改築更新を，公園施設長寿命化計画に基づき推進するとと

もに，利用の少ない施設や不要な植栽の撤去を進める。 

また，街路樹については，危険木等の撤去や樹種転換を進める街路樹再整備を推進する。 

 

 

７．西部処理場北系整備 （下水道部施設課） 

昭和 40 年に供用を開始した西部処理場は，耐用年数である 50 年を経過し，施設の老朽

化が進み，耐震性能が不足していることから，西部処理場１系の代替施設となる北系水処

理施設等の築造工事を進める。 
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８．魚崎ポンプ場改築更新 （下水道部施設課） 

 昭和 37 年に供用を開始した魚崎ポンプ場は，耐用年数である 50 年を経過し，また，阪

神・淡路大震災により，躯体の劣化が著しく，耐震性能が不足していることから，改築更

新を実施する。 

改築更新については，設計施工一括発注方式（ＤＢ方式）を採用し，現ポンプ場を供用

しながら段階的に新ポンプ場に切り替えを進める。 

 

 

９．ポートアイランド処理場改築更新 （下水道部経営管理課・施設課） 

昭和 55 年に供用を開始したポートアイランド処理場は，施設の老朽化が進み，耐震性能

が不足していることから民間活力を導入した改築及び維持管理の一括発注（ＤＢО方式）

を行う。令和３年度は事業者決定に向けた手続きを引き続き行う。 

 

 

10．東灘処理場汚泥処理施設への民間活力導入 （下水道部経営管理課・施設課） 

東灘処理場では，汚泥脱水機等が順次耐用年数を超過するため，今後は計画的な改築が

必要となる。また，都市ガス導管注入事業は実証期間が終了することから，新たな消化ガ

ス有効利用を開始する必要がある。令和３年度は，汚泥脱水機等を含む汚泥処理施設の改

築・維持管理・消化ガス有効利用事業を民間活力の導入により，一体で実施するべく事業

者決定に向けた手続きを進める。 

 

 

11．駅周辺のリノベーション （道路計画課，道路工務課，駅前魅力創造課，公園部計画課・整備課）  

「まちの顔」である駅前広場を魅力ある空間へリニューアルすることで，まちやくらし

の質を高め、都市ブランドの向上を図る。 

西神中央駅では，ロータリーの再編と植栽のリニューアル等の設計・工事を，垂水駅で

は，一般車ロータリー，立体駐輪場整備や植栽リニューアル等の設計・工事と，新垂水体

育館への安全で快適な歩行者経路の整備を，名谷駅では，ロータリーの再編等に向けた設

計や，子どもの遊び場拠点として落合中央公園を再整備するための設計を行う。 

また、神戸駅や岡場駅においては，ロータリー再編等に向けて設計を行うとともに，周

辺道路の改修等を行う。さらに，灘駅，高速長田駅，鷹取駅においても駅前空間の高質化

に向けて設計等を行う。 
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12．便利で快適な移動を支える自転車施策の総合的な推進 （道路計画課，道路工務課） 

自転車と歩行者の双方に安全で快適な道路空間を創出し，街の安全と魅力向上を図ると

ともに，市民の身近な交通手段である自転車の活用により地域課題の解決を図る。 

駐輪場では，引き続き子育て支援として，未就学児の保護者等及び小学生以下の子ども

を対象に使用料の減額を行うとともに，キャッシュレス決済の導入により，より利用しや

すい駐輪場を目指す。 また，市内各駅の駅前再整備にあわせ，駐輪場の再整備に取り組む。

さらに、放置自転車対策を強化するため，駐輪指導業務・撤去業務等の一体委託を実施す

る。 

自転車走行空間については，東灘芦屋線において自転車道を整備し，安全快適な走行環

境の創出を図る。さらに，神出山田自転車道において，シェアサイクルを引き続き試行実

施するなど継続的な利活用に向けた取り組みを推進する。 

 

 

13．道路ネットワークの整備 （道路計画課，道路工務課） 

都市の円滑な交通を支えるとともに，良好な市街地の形成を図るため，安全で快適な都

市生活と機能的な都市活動の基盤となる道路ネットワークとして，山手幹線や，垂水妙法

寺線，須磨多聞線，神戸三田線（有馬口）等の整備を推進する。 

また，慢性的な渋滞が発生している小束山６丁目交差点周辺や神戸三田線（皆森～谷上

駅前），商大線（高丸），神戸三木線（西盛口）において，渋滞解消に向けた対策を推進す

る。 

 

 

14．質の高い道路空間づくり （道路工務課） 

若年層や高齢者等誰もが暮らしやすく，また国内外から様々な人々が訪れ交流する街と

するため，都心部や市内各地の坂道，医療・福祉施設等周辺の経路においてベンチや手す

りを設置する。 

また，ＨＡＴ神戸において，東部新都心東西線の道路照明施設を夜間景観に配慮し，整

備を行うとともに，歩道橋のライトアップを実施する。 

 

 

15．六甲山・摩耶山の活性化 （道路工務課，公園部森林整備事務所） 

観光客やハイカーの利便性の向上を図るため，主要なハイキング道において，案内板や

解説板等の整備を行うとともに，階段の補修等により歩行空間の整備を行う。 

 

 

16．海浜公園の再整備 （公園部整備課） 

須磨海浜公園エリア全体が，家族連れをはじめとする市民や観光客等の多様な人でにぎ

わうよう，Ｐａｒｋ－ＰＦＩ制度による民間の資金とノウハウを活かした水族園及び海浜

公園の再整備を推進する。 
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17．異常高温対策 （技術管理課，道路工務課，公園部管理課） 

夏季の異常高温対策として，昨年夏に引き続き，都心部の道路や公園でミストの設置や

散水を行う。また，神戸高専，神戸大学と連携し，クールベンチの設置や温度可視化シス

テムの構築，自動散水ロボットの実証実験など新技術を活用した対策に取り組む。 

 

 

18．動物園の魅力向上 （王子動物園） 

ジャイアントパンダの共同飼育繁殖研究の継続について中国側と協議を進めていくとと

もに，with コロナを踏まえて感染拡大防止対策の徹底を図り，動物園に求められている役

割を果たしていく。 

また，入園ゲート等にキャッシュレス機能を導入し来園者サービスの向上に取り組む。 

 

 

19．都心三宮・ウォーターフロントの再整備 （道路計画課，道路工務課） 

都心の新たな憩いとにぎわいの創出を図るため，三宮中央通り地下通路の美装化を行い，

「変化に富んだ歩いて楽しい空間」へとリニューアルする。北野坂（山手幹線以北）にお

いて，人中心のウォーカブルな道路空間創出に向けた設計を行う。 

また，都心とウォーターフロントの回遊性向上や歩行者の移動円滑化を図るため，税関

前歩道橋の架け替えを進め，「渡りたくなる歩道橋」へとリニューアルするとともに，ハー

バーランド東ブリッジの改良に向けた設計を実施する。さらに，再整備を行う東遊園地と

三宮駐車場地下通路をつなぐエレベーター設置などに向けた設計を行う。 

都心の交通拠点への重要な南北動線である生田川右岸線については，機能強化を図るた

め，車線数の増加や交差点改良を進める。 

 

 

20．広域幹線道路（大阪湾岸道路西伸部など）の整備促進 （湾岸・広域幹線道路本部推進課）  

阪神高速神戸線や第二神明道路の慢性的な渋滞を解消し，企業集積や観光振興など企業

活動の活性化等により，神戸さらには関西全体の経済を発展させるため，ミッシングリン

クとなっている大阪湾岸道路西伸部や神戸西バイパスなどの整備を促進する。 

 

 

21．東遊園地・磯上公園再整備 （公園部管理課・計画課・整備課） 

都心の活性化や都心ウォーターフロントへの回遊性向上を図るため，東遊園地では再整

備工事に着手するとともに，Ｐａｒｋ－ＰＦＩ制度を活用した民間事業者によるにぎわい

拠点施設の整備を行う。 

また，磯上公園は新体育館の整備に合わせて公園の魅力向上を図るため，再整備に向け

た設計を行う。 
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